
　平成 27 年 3月 16 日に市環境審議会（会長 進士五十八 東京農
業大学名誉教授）から「緑の保全地域の指定」について答申が行われ、
当審議会に諮問した「等覚院緑の保全地域」（宮前区神木本町：約
2.1ha）と「黒川明坪緑の保全地域」（麻生区黒川：約 1.2ha）に
ついて「指定することが適当である」との答申を受けました。
　この答申を受け、上記 2地域を緑の保全地域に指定します。こ
れにより、緑の保全地域は 32箇所、面積約 30.2ha となります。

なお、これまでの答申の状況は市のホームページでご覧になれま
す。
市ホームページ：
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000051000.html

　市では、「川崎市緑の基本計画（平成 20年改定）」に基づき、公園の整備、緑地の保全及び緑化の推進を総
合的に進めています。今後、よりよい都市環境の形成を目指していくために、「川崎市緑の基本計画」に対す
るご意見を募集します。
　資料は 4月 1日から市ホームページ及びみどりの企画管理課でご覧になれます。
市ホームページ：http://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000023138.html

●意見募集期間：平成 27年 4月 1日（水）～ 4月 22日（水）【消印有効】
●意見の提出方法：郵送・FAX・ホームページ・メール

　花フェスタは、花のある魅力的なまちづくりを目的に花壇づくりのポイントや楽しさを学ぶ催しです。
　栃木県内の先進的な花壇を見学し、専門家から花壇デザインの説明を受けます。また、栃木県内で花壇の管
理をしているボランティアの方々との交流も行います。

環境審議会から市長へ答申が行われました

「川崎市緑の基本計画」について意見を募集します

花フェスタ 2015「バスで行く春の花壇めぐり！」参加者募集

【市環境審議会から答申を受ける福田市長】

●開催日時：平成 27年 5月 13日（水）8時～ 17時頃（予定）
●集合場所：武蔵溝ノ口駅周辺
●内　　容：春花壇の見学（とちぎわんぱく公園、自治医科大学花壇）、現地でのレクチャー
●講　　師：徳原真人氏
　　　　　　（ガーデンデザイナー、2014 全国都市緑化しずおかフェア「花みどりアート回廊」監修他）
●応募対象：市内在住の方（定員 40名、応募多数の場合は抽選）
●応募期間：平成 27年 4月 1日 ( 水 ) ～ 4月 17日（金）【必着】
●参  加  費：1,000 円（お弁当、資料代）
●応募方法：応募チラシ裏面の申込書に必要事項を記入の上、川崎市公園緑地協会あて郵送またはFAXで
　　　　　　お送りください。

※応募チラシは区役所、市民館などに配布してあります。また、公園緑地協会のホームページ
（http://www.kawasaki-green.or.jp/front/bin/home.phtml）からもダウンロードがで
きます。

申し込み・問い合わせ：（公財）川崎市公園緑地協会　　TEL 711-6631　FAX 722-8410
               〒 211-0052 中原区等々力3-12　　　　　　　　　　

提出・問い合わせ：建設緑政局みどりの企画管理課　　　TEL 200-2399　FAX 200-3973
         　　　　　〒210-0007川崎区駅前本町12-1　川崎駅前タワー・リバーク17階

メール 53mikika@city.kawasaki.jp　　　　　　　　

問い合わせ：環境審議会に関すること 環境局環境調整課　　　TEL 200-2386　FAX 200-3921
　　　　　　　  緑の保全地域に関すること 建設緑政局みどりの保全整備課 　TEL 200-2381　FAX 200-3979

環境情報　No.512 環境情報　No.512

2

～「チャレンジ生ごみダイエット」（A5判）好評配布中！～

　市では、家庭から出る廃棄物の減量化・資源化を推進するため、家庭や地域において生ごみのリサイクルに
取り組む方または団体を対象に、講習会を開催し、また、処理機等の購入費や活動費の助成を実施しています。
ぜひご活用ください。

生ごみリサイクル講習会開催のお知らせ（アフターフォロー講座）
　ダンボールコンポストを用いて、生ごみを堆肥にリサイクルするための手法を学びます。3月に開催した入
門講座に続くアフターフォロー講座となり、その後の取り組み状況について、川崎市生ごみリサイクルリーダ
ーがアドバイスを行います。
　初めて聞く方にも分かりすい内容にもなっていますので、入門講座を受講できなかった方でもお申し込みが
可能です。暑くなる季節を前に、生ごみのリサイクルに取り組んでみようという方は、ぜひご参加ください。

●日　　時：平成 27年 5月 15日（金）14時～ 16時
●会　　場：麻生区役所 第 3会議室（小田急線新百合ヶ丘駅北口徒歩 3分）
●内　　容：ダンボールコンポストによる生ごみリサイクルの手法の紹介
●定　　員：30名（先着順）
●申込期間：平成 27年 4月 27日（月）～ 5月 13日（水）
●申込方法：電話・FAX　※市ホームページからも申し込みできます。

市ホームページ :http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000045424.html

このほか、生ごみリサイクルに関する取り組みについては、市ホームページをご参照ください。
市ホームページ :http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-13-2-0-0-0-0-0-0.html

家庭用生ごみ処理機等購入費助成制度
　生ごみは、処理機やコンポスト化容器などにより、堆肥としてリサイクルすることができます。市では、家
庭用電動生ごみ処理機やコンポスト化容器・密閉容器の購入費の一部を助成しています。

市ホームページ :http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-13-2-2-0-0-0-0-0.html

●助成額：購入金額の 2分の 1（限度額 20,000 円）※予算に限度がありますので、早めにご相談ください
●対象品：電動生ごみ処理機 (1 世帯 1基まで )／コンポスト化容器等 (１世帯２基まで )
●申込方法：専用の申請書類に領収書の原本・設置状況がわかる写真または配置図を添えて郵送または持参。

申請書は、区役所等に配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。　　　

生ごみリサイクル活動助成制度
　市では、生ごみの減量と資源の循環を推進することを目的として、家庭から発生する調理残さ・食べ残し等
を有効活用する活動を行う市民団体に対し、活動費用を助成しています。
●助  成  額：上限 10万円 /年間　※予算に限度がありますので、早めにご相談ください　
●対　　象：(1) 農地で活動する団体 (2) 公共の花壇（公共性の高い花壇含む）で活動する団体
 のいずれかの条件を満たし、かつ川崎市在住の 10世帯以上で構成されている団体
●助成期間：最長 3年間まで　  
●募集期間：平成 27年 4月 1日 ( 水 ) ～ 9月 11日 ( 金 )【消印有効】
●申込方法：専用の申請書類に必要書類を添えて郵送又は持参。申請書は市ホームページからダウンロード

できます。
詳細は、市ホームページでご確認いただけます。
市ホームページ：http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-13-2-0-0-0-0-0-0.html

生ごみのリサイクルの手法などを紹介しているハンドブックです。
区役所等で配布していますので、ぜひご活用ください。
市ホームページでもご覧いただけます。
市ホームページ：
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000045895.html

生ごみのリサイクルに取り組んでみませんか

申し込み・問い合わせ：環境局減量推進課　　　TEL 200-2605　FAX 200-3923　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　〒210-8577（住所はなくても届きます。）川崎区宮本町１番地第３庁舎16階

参加無料参加無料
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